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【解 説】 

下水道総合浸水対策計画の対象とする降雨は、再度災害の防止の観点から、検討地区におけ

る既往最大降雨とすることを基本とする。ただし、当該地区において計画策定に用いる適切な

降雨データがない場合は、甚大な災害の未然防止の観点から、他地域の大規模降雨等を用いて

もよい。 

一般的に都市部での豪雨は、雷雨性集中豪雨と台風性豪雨に分けられ、降雨の時間波形（短

時間集中、長時間継続）の相違が見られる（図２－２,図３－１）。そこで、下水道が対象とす

る降雨は、過去の実績降雨のうち、雷雨性集中豪雨の分布域から、下水道到達時間内雨量が最

大となる降雨を選定することが望ましい（図３－２）。 

対象降雨は実績の降雨波形を用い、浸水シミュレーションの対象となる排水区域内に一様に

与えることを基本とするが、広域的なシミュレーションを行う場合など、降雨の時間的・空間

的分布が無視できない場合には、これを考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他地域の大規模降雨※を採用する場合には、検討地区に降らせる雨として妥当であるか、地

域性や住民の認知度など十分考慮した上で決定する必要がある。 

※他地域の大規模降雨の例は、「資料編 ４.代表的な大規模降雨の例」参照 

 

3.1 対象降雨の設定 

下水道総合浸水対策計画で対象とする降雨は、再度災害の防止の観点から検討地区で起きた

既往最大降雨を基本とする。なお、当該地区において計画策定に用いる適切な降雨データがな

い場合は、甚大な災害の未然防止の観点から他地域の大規模降雨等を用いることもできる。 
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図３－１ 降雨要因ごとの実績降雨の概念 図３－２ 下水道総合浸水対策計画を策

定する上での対象降雨 
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また、選定した降雨が長時間かつ大規模な場合などでは、河川への排水が十分にできないこ

とや河川からの溢水等が原因となり大規模水害となる恐れがある。そのように、いわゆる外水

による浸水被害が支配的となる降雨の場合には、都市の下水道施設による浸水対策を目的とす

る本計画の対象降雨として適当であるか、検討地区における都市浸水の発生状況（外水の影響

度等）や河川整備の見通しなどを勘案し、慎重に検討する必要がある。その結果、長時間かつ

大規模な降雨実績の降雨波形を用いることが適当でないと判断される場合には、便宜的に下水

道到達時間内の最大雨量から、中央集中型ハイエトグラフを作成し、対象降雨として適用する

ことも可能とする（図３－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※作成例は「資料編 ３. 下水道総合浸水対策計画の策定例（3.3 b地区（カテゴリーＢ）の具体的検討例）」参照 
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図３－３ 中央集中型ハイエトグラフを作成する場合の例 
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3.2 重点対策地区の分類設定 

下水道総合浸水対策を行うべき重点対策地区については、以下の３つの観点から浸水被害の

ポテンシャルやその深刻度等を考慮して絞り込む必要がある。 

（１）生命の保護（カテゴリーＡ） 

（２）都市機能の確保（カテゴリーＢ） 

（３）個人財産の保護（カテゴリーＣ） 

 

【解 説】 

緊急に浸水被害の軽減を図るためには、都市の浸水対策の基本的な目的である「生命の保護」

「都市機能の確保」「個人財産の保護」の３つに照らし、重点的な対策が必要な地区を絞り込ん

だ上で、目標や達成期間を定める必要がある。これら、目標や達成期間は、重点対策地区の性

格に応じて設定することが効果的な都市浸水対策を講じる上で重要であり、次のようにカテゴ

リー分けを行う。 

・生命の保護・・・カテゴリーＡ 

・都市機能の確保・・・カテゴリーＢ 

・個人財産の保護・・・カテゴリーＣ 

  

（１）生命の保護（カテゴリーＡ） 

「生命の保護」の観点からは、「高度地下空間利用地区」「災害時要援護者関連施設を有する

地区」が該当し、それらの地区では対象施設への浸水を確実に防止することが目標として考え

られる。 

「高度地下空間利用地区」は、従業者および利用者等の人口が集中していることと、地上で

の降雨状況や浸水状況等が把握されにくいことから対応が遅れ、多大な人的被害が発生する危

険性を持つ。さらに、「災害時要援護者関連施設を有する地区」では、浸水発生時に迅速な対応

や、自主的な避難等が困難な場合が想定される。その他にも、上記のような性格を持つ地区に

ついては、重点対策地区として設定する必要がある。 

これらカテゴリーＡの地区は、対象降雨が発生し浸水被害が生じるおそれがある場合に、重

点対策候補地区として位置付ける。カテゴリーＡにおける重点対策候補地区（高度地下空間利

用地区）の設定例を図３－４に示す。 

 

＜カテゴリーＡの例＞ 

・高度地下空間利用地区（地下街、地下鉄駅構内等） 

・災害時要援護者関連施設を有する地区（養護老人ホーム、身体障害者療護施設、児童養護

施設等） 
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図３－４ カテゴリ－Ａにおける重点対策候補地区（高度地下空間利用地区）の設定例 

 

（２）都市機能の確保（カテゴリーＢ） 

「都市機能の確保」の観点からは、「商業・業務集積地区」「交通拠点施設・主要幹線地区」

「防災関連施設地区」が該当し、幹線道路の場合には交通の支障となるような冠水を防止する

など、施設の機能が確保されるように目標を設定する。 

これらカテゴリーＢの地区は、過去１０年程度において浸水実績を有する地区を、優先的に

重点対策候補地区として位置付ける。カテゴリーＢにおける重点対策候補地区（主要幹線地区）

の設定例を図３－５に示す。 

 

＜カテゴリーＢの例＞ 

・商業・業務集積地区（商店街、官庁街、大規模オフィスビル等を含む地区等） 

・交通拠点施設・主要幹線地区（終着駅、複数路線の結節点となっている駅、緊急輸送道路

等になりうる幹線道路等） 

・防災関連施設地区（災害時の防災拠点や避難所、緊急医療施設、役所、消防本部、消防署

等） 

凡例 

    地下街出入り口 

    重点対策候補地区 

※重点対策候補地区は、地下街出入口と地下街構

造物を包含する区域とした。 
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図３－５ カテゴリ－Ｂにおける重点対策候補地区（主要幹線地区）の設定例 

 

 

（３）個人財産の保護（カテゴリーＣ） 

「個人財産の保護」の観点からは、床上浸水の発生する可能性のある「浸水常襲地区（一般

市街地）」が該当し、家屋の床上浸水の防止等が緊急に対応すべき目標として考えられる。 

「浸水常襲地区」は、過去１０年程度において複数回の床上浸水実績を有する地区とする。

なお、カテゴリーＣの“地区”とは、ある程度の集落で床上浸水が連担している地区とするこ

とが考えられることから、個別の建築物の構造的な問題等により局所的に床上浸水が起き、自

助のみで対応することが相当な家屋である場合など特別なケースを除き、原則として重点対策

候補地区として位置付けるべきである。カテゴリーＣにおける重点対策候補地区（浸水常襲地

区）の設定例を図３－６に示す。 

 

＜カテゴリーＣの例＞ 

・一般市街地の床上浸水常襲地区 

凡例 

    重点対策候補地区 

※重点対策候補地区は、浸水実績を有する主要幹

線道路とした。 
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図３－６ カテゴリ－Ｃにおける重点対策候補地区（浸水常襲地区）の設定例 

 

凡例 

    重点対策候補地区 

※重点対策候補地区は、過去 10 年において 2 回

の床上浸水実績を有する地区とした。 
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【解 説】 

下水道総合浸水対策計画では、対象降雨に対し、公助・自助によるハード対策およびソフト

対策を総合的に用いることにより、浸水被害の軽減を図る。対策後の状況として、重点対策地

区の性格に応じて、機能保全水深＊）を設定する。       ＊）「1.3 用語の定義」参照。 
なお、浸水被害の軽減を確実なものとするためには、機能保全水深の保持のみでなく、さら

なる安全性の確保、リスク低減の観点から、避難行動に対する支援等のソフト対策についても

充実を図るべきである。 
重点対策地区における浸水被害軽減のイメージを図３－７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－７ 重点対策地区における浸水被害軽減のイメージ 

3.3 浸水被害軽減目標の設定 

重点対策地区の性格を考慮しつつ、公助のみならず自助による対策も勘案し、下水道総合浸

水対策による浸水被害軽減目標を設定する。 

対象降雨時における現時点での浸水深 
公助・自助によるハード対策

およびソフト対策後の浸水深

（機能保全水深） 

公助による対策 

・貯留浸透（学校・公園等） 

・ネットワーク化 

・リアルタイムコントロール等 

他主体との連携 

・道路雨水ますの増設

・貯留浸透等 

自助による対策 

・止水板･土のう設置 

・各戸貯留浸透等 

ハード対策 

水位情報

浸水情報

自助による対策 

・浸水情報の発信

・自主避難等 公助による対策 

・情報収集 

・情報提供等 

他主体との連携 

・情報収集 

・情報提供等 

ソフト対策 

降雨情報 

●他主体との連携 

・流出抑制 

・避難場所･避難路･救援路の確保 

・情報通信網の連結等 

その他平常時に行う対策 
●自助による対策 

・防災訓練（土のう積み等）

・自主避難訓練等 

●公助による対策 

・維持管理 

・危機管理体制の構築 

・支援･助成制度 

・防災意識の普及啓発等 

浸透
浸透 

土のう 

各戸貯留 

貯留管等

校庭貯留 
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以下に機能保全水深設定の要点を重点対策地区のカテゴリー別に述べる。 

 

１）カテゴリーＡにおける機能保全水深の設定 

カテゴリーＡにおいては、生命の保護の観点から、対象施設への浸水を確実に防止するこ

とが求められる。 

したがって、対象降雨に対しては、公助だけでなく自助も含めて施設（地下街、地下鉄駅

構内、災害時要援護者関連施設等）への浸水が防止できるレベルに機能保全水深を設定する

必要がある。 

地下施設（地下街、地下鉄駅構内等）を有する区域における機能保全水深の目安としては、

確実に浸水を防止できるレベルとして、地下への出入り口におけるマウンドアップ分の高さ

等を考慮して設定することが望ましい。対象地区の状況を十分考慮し、機能保全水深を設定

することが重要である。また、高度地下空間利用地区においては、周辺環境が商業・業務集

積地区であることが多いことから、周辺地区の性格に応じた設定にも注意を払う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－８ 地下街出入り口の実例 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－９ 地下街出入り口付近における浸水被害軽減のイメージ 

 

２）カテゴリーＢにおける機能保全水深の設定 

カテゴリーＢにおいては、都市機能の確保の観点から、施設の機能が確保されることが求

められる。 

したがって、対象降雨に対しては、公助だけでなく自助も含めて施設（商店街、役所、主

要ターミナル駅等）の機能が確保されるレベルに機能保全水深を設定する必要がある。 

地盤高

止水板 
地下街出入り口 

機能保全水深 

手摺 
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なお、幹線道路等の機能保全水深の目安として、氾濫流速および浸水深と移動限界との関

係を図３－１０に示す。これによれば、乗物の移動限界はおよそ２０ｃｍである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１０ 氾濫流速および水深と移動限界との関係 

 

３）カテゴリーＣにおける機能保全水深の設定 

カテゴリーＣにおいては、個人財産の保護の観点から、床上浸水が防止されることが求め

られる。 

したがって、対象降雨に対しては、公助だけでなく自助も含めて一般市街地の家屋の床上

浸水が防止できるレベルに機能保全水深を設定する必要がある。 

床上浸水を防止するためには、機能保全水深は４５ｃｍ程度※が適当と考えられるが、現

場の状況や、自助による対策方針（土のう設置等）、さらには宅内排水設備への逆流や噴出

しの可能性などを勘案し、慎重に設定する必要がある。 

※床の高さは、直下の地面から 45cm 以上とすること(建築基準法施行令第 22 条) 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１１ 一般市街地における浸水被害軽減のイメージ 
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【ニュージーランドにおける調査結果例】
浸水区域内の移動限界、建物の被災の可能性について、水深と流速から上図を示している

出典 「Draft Catchment Management Plan Opanuku Stream,henderson Valley Summary 
Report & Drawing」中の図を加筆・修正

乗物の
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水深が20cm以下であれば乗物の移動は可能

地盤高 

床レベル 

一般に 45cm 以上 機能保全水深 

土のう 

出典：「ハザードマップ作成要領」平成 14 年 9 月（財）河川情報センター 
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【解 説】 

下水道総合浸水対策計画は、公助・自助によるハード対策およびソフト対策を組み合わせた、

総合的な対策を早期に実行し、浸水被害の軽減を早期に図ることができるよう、重点対策地区

の特性や対策内容に応じた計画期間を設定する必要がある。計画期間は、概ね５年の期間で設

定するが、カテゴリーＡの地区においては人命保護が最大の目的であり、ソフト対策による避

難行動も目標達成の有効な手段となり得ることから、これを考慮しできる限り計画期間を短期

（概ね３年）に設定することが望ましい。 

重点対策地区における浸水被害の軽減を図るために計画期間を短期に設定するが、この期間

内において必ずしも浸水対策が完結するものではなく、継続的に公助による対策を充実させる

よう施設整備の拡充を図るなど、浸水被害をより軽減できる安全な街づくりの実現に向けるべ

きである。 

なお、計画期間を過ぎ、公助による対策の充実により機能保全のレベルを超過する余裕分（図

３－１２の①）は、対象降雨を超える降雨への対応などに期待できるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１２ 計画期間のイメージ 

3.4 計画期間の設定 

下水道総合浸水対策計画においては、公助・自助によるハード対策およびソフト対策を効果

的に組み合わせた対策により、浸水被害の軽減を図るための計画期間を設ける。 

機能保全レベル 

期間 計画期間 

（概ね 5年） 

計画における 

機能保全レベル 
公助による対策が 

有する機能保全レベル 

公助・自助による対策が

有する機能保全レベル 

自助による対策 

（避難行動を除く）

公助による対策

避難行動等 

現在

①
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計画目標設定の例を表３－１に示す。 

 

表３－１ 計画目標設定の例 

浸水対策の目標  

基本的な目的 

（ｶﾃｺﾞﾘｰ） 
重点対策地区 地区毎の目標 対象降雨 

計画期間 

○○地下街地区 
○○地下街への浸水を防止

する 生命の保護 

（ｶﾃｺﾞﾘｰ A） 
○○老人養護施設地区 

○○老人養護施設の浸水

を防止する 

概ね３年 

○○商業地区 
○○商業地区の浸水を機能

保全水深以下とする 

○○業務集積地区 
○○業務集積地区の浸水

を機能保全水深以下とする

○○拠点駅地区 
○○拠点駅の浸水を機能保

全水深以下とする 

○○幹線道路地区 
○○幹線道路冠水の浸水

を機能保全水深以下とする

○○防災関連施設地区 
○○防災関連施設の浸水

を機能保全水深以下とする

都市機能の確保 

（ｶﾃｺﾞﾘｰ B） 

○○商業地区と○○拠点駅

地区の複合地区 

○○商業地区と○○拠点駅

の浸水を機能保全水深以下

とする 

個人財産の保護 

（ｶﾃｺﾞﾘｰ C） 

○○浸水常襲地区 

（一般市街地） 

○○浸水常襲地区内家屋

の床上浸水を防止する 

生命の保護お

よび都市機能

の確保 

（ｶﾃｺﾞﾘｰ A と B

の複合） 

○○地下街地区と周辺の○

○商業地区および○○拠点

駅地区の複合地区 

○○地下街への浸水を防

止する 

 

○○商業地区と○○拠点駅

の浸水を機能保全水深以下

とする 

目

標

設

定 

生命の保護お

よび個人財産

の保護 

（ｶﾃｺﾞﾘｰ A と C

の複合） 

○○身体障害者療護地区と

周辺の○○浸水常襲地区

（一般市街地）の複合地区

○○身体障害者療護施設

の浸水を防止する 

 

○○浸水常襲地区内家屋

の床上浸水を防止する 

 

当該地区の 

既往最大降雨 

 
概ね５年 

 


